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福岡会場

▽期　間　 ２月１日（水）～３月15日（木）
　　　　　 ＊土・日曜日、祝日を除く
▽会　場 　福岡市中央区天神1-11-17
　　　　　 福岡ビル９階大ホール
▽受付時間 　9：30～15：30

福津会場

▽期　間 　１月24日（火）、同25日（水）
▽会　場　 ふくとぴあ（福津市健康
　　　　　 福祉総合センター）
▽受付時間      9：30～11：30
　　　　    13：00～15：00

福津市役所

JR福間駅

手光手光

太郎丸太郎丸

ふくとぴあ

（注）３会場とも電話による問い合わせは受け付けていません

宗像会場

▽期　間　 １月31日（火）～２月３日（金）
▽会　場    自由ヶ丘地区
　　　　　 コミュニティ・センター
▽受付時間      9：30～11：30
　　　　    13：00～15：00

サニー

自由ヶ丘中央公園

自由ヶ丘二

赤間駅

自由ヶ丘三自由ヶ丘三

自由ヶ丘
コミセン

3

地下鉄地下鉄 西鉄イン福岡

中央郵便局
昭和通り

天神

福岡市役所

福岡ビル
西
鉄
福
岡（
天
神
）駅

ア
ク
ロ
ス
福
岡

那
珂
川

＊例年初日は混雑します。時間に余裕を持って来場を

　下記に該当する場合は、相談を受け
付けていません
●事業所得・不動産所得が300万円超
●消費税の課税売上高が3,000万円超　●譲渡所得　●贈与税の申告相談

還 付 申 告 セ ン タ ー

税理士 会 による 申 告相談センター

①
医
療
費
控
除
か
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

人
　
昨
年
中
に
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
場
合
や
、
住
宅

ロ
ー
ン
で
自
宅
を
購
入
・
建

築
・
増
改
築
し
た
場
合
な
ど

は
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

で
給
与
や
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
た
税
金
（
源
泉
徴

収
税
）
が
還
付
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
年
金
所
得
者
で
確
定
申
告

を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
た
税
金
が
戻
る
人

　
年
金
を
受
け
取
る
時
に
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
た
所
得
税

は
概
算
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
確

定
申
告
で
実
際
に
納
め
る
べ

き
所
得
税
と
の
精
算
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
納
め

す
ぎ
て
い
た
場
合
は
そ
の
分

が
還
付
さ
れ
ま
す
。

③
株
式
な
ど
の
配
当
収
入
が

あ
っ
た
人

　
株
式
な
ど
の
配
当
収
入

は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
配

当
が
支
払
わ
れ
る
時
に
所
得

還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
で

確
定
申
告
が
で
き
る
人

所得税が還付になる確定申告は「還付申告センター」で
　所得税の確定申告受付は２月16日（木）から始まりますが、確定申告をすることで、給与や年金から天引きされていた所得税が戻る「還付
申告」は、１月31日（火）から２月３日（金）まで、「還付申告センター宗像会場（自由ヶ丘地区コミュニティ・センター）」で申告できます。ま
た、「還付申告センター」の他に「税理士会による申告相談センター」なども設けられます。ぜひ利用してください。

■問い合わせ先　香椎税務署　☎０９２（６６１）１０３１（代表）

＊
確
定
申
告
に
つ
い
て
は

広
報
紙
２
月
１
日
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
本
人
や
生
計
が
同
じ
親
族

の
た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費

の
正
味
負
担
額
（
＊
）
が
、

10
万
円
か
所
得
の
５
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
医

療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
＊
）
１
年
間
に
支
払
っ
た

医
療
費
総
額
か
ら
、
保
険

や
給
付
金
な
ど
で
補
て
ん

さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
た

金
額

●
医
療
費
の
範
囲

　
次
の
①
〜
⑨
ま
で
の
医
療

費
で
、
そ
の
病
状
な
ど
に
応

じ
て
一
般
的
に
支
払
う
水
準

を
著
し
く
超
え
な
い
部
分
の

金
額
で
す
。

①
医
師
・
歯
科
医
師
に
支

払
っ
た
診
療
費
、
治
療
費

②
治
療
・
療
養
の
た
め
の
医

薬
品
の
購
入
費

③
通
院
や
入
院
費
用
で
通
常

必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

④
医
師
の
処
方
に
基
づ
く
治

療
の
た
め
の
マ
ッ
サ
ー

ジ
・
は
り
・
き
ゅ
う
・
柔

道
整
復
の
費
用

⑤
療
養
上
の
世
話
を
受
け
る

た
め
に
支
払
っ
た
費
用

⑥
助
産
婦
に
よ
る
分
べ
ん
の

介
助
料

⑦
寝
た
き
り
高
齢
者
の
紙
お

む
つ
の
購
入
費
用
（
医
師

の「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

か
、
２
年
目
以
降
の
人
に

市
長
が
発
行
す
る
「
お
む

つ
使
用
に
つ
い
て
の
確
認

書
」
が
必
要
）

⑧
要
介
護
者
が
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）
に
入
所
し

た
際
、
介
護
費
、
食
費
の

自
己
負
担
分
と
し
て
支

払
っ
た
額
の
２
分
の
１
の

金
額

⑨
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て

医
療
系
居
宅
サ
ー
ビ
ス
と

併
せ
て
利
用
す
る
訪
問
介

護
（
家
事
援
助
が
中
心
の

も
の
は
除
く
）
や
、
通
所

介
護
な
ど
の
居
宅
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
で
自
己

負
担
し
た
金
額

●
医
療
費
か
ら差

し
引
く
も
の

①
健
康
保
険
な
ど
か
ら
支
払

わ
れ
る
家
族
療
養
費
、
高

額
療
養
費
、
出
産
育
児
一

時
金
な
ど
の
給
付
金

②
生
命
保
険
や
損
害
保
険
契

約
か
ら
支
払
わ
れ
る
入
院

給
付
金
、
医
療
保
険
金
な

ど
＊
支
払
わ
れ
る
金
額
が
確
定

し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ

の
見
込
額
を
支
払
っ
た
医

療
費
か
ら
差
し
引
き
ま
す

医
療
費
控
除（
必
ず
事
前
に
領
収
書
の
合
計

を
計
算
し
て
き
て
く
だ
さ
い 

）

　
次
の
①
と
②
の
場
合
で
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

【
共
通
事
項
】

①
平
成
23
年
分
の
収
入
の
分

か
る
書
類
（
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
、
公
的
年
金

な
ど
の
源
泉
徴
収
票
な

ど
）

②
所
得
控
除
の
た
め
の
証
明

書
（
国
民
年
金
保
険
料
控

除
証
明
書
、
生
命
保
険

料
・
地
震
保
険
料
控
除
証

明
書
な
ど
）

＊
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し

て
い
る
人
は
不
要

③
認
め
印

④
本
人
名
義
の
口
座
番
号

【
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
】

⑤
医
療
費
の
領
収
書
、
介
護

保
険
の
利
用
料
領
収
書

＊
必
ず
事
前
に
領
収
書
な
ど

の
合
計
を
計
算
し
て
き
て

く
だ
さ
い

＊
健
康
保
険
組
合
や
市
町
村

が
発
行
す
る
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」で
は
、医
療
費

控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

⑥
支
払
わ
れ
る
療
養
費
や
給

付
金
の
明
細
書

【
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
人
】

⑦
住
民
票
の
写
し
（
平
成
24

年
１
月
１
日
以
降
発
行
の

も
の
）

⑧
家
屋
の
登
記
簿
謄
（
抄
）

本
（
登
記
事
項
証
明
書
）

⑨
工
事
請
負
契
約
書
か
売
買

契
約
書
の
写
し

＊
収
入
印
紙
が
あ
る
も
の

⑩
金
融
機
関
か
ら
の
「
住
宅

取
得
資
金
に
係
る
借
入
金

の
年
末
残
高
等
証
明
書
」

⑪
増
改
築
の
場
合
は
、
建
築

士
か
ら
の
増
改
築
等
工
事

証
明
書

＊
家
屋
の
敷
地
に
か
か
る

ロ
ー
ン
も
含
め
て
控
除
を

受
け
る
場
合
に
は
、
次
の

書
類
も
必
要
で
す

⑫
敷
地
の
登
記
簿
謄
（
抄
）

本
（
登
記
事
項
証
明
書
）

⑬
敷
地
の
売
買
契
約
書
（
⑨

と
重
複
す
る
時
は
１
通
で

可
）
の
写
し

⑭
敷
地
の
先
行
取
得
に
か
か

る
ロ
ー
ン
の
時
は
、
敷
地

の
分
譲
契
約
書
な
ど
、
そ

の
ロ
ー
ン
が
一
定
の
要
件

を
満
た
す
ロ
ー
ン
契
約
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類

申
告
に
必
要
な
も
の

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま

す
。
確
定
申
告
で
配
当
控
除

後
の
所
得
税
と
の
精
算
を
し

て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
額
の

方
が
多
い
場
合
は
そ
の
分
が

還
付
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

市
県
民
税
や
国
保
税
な
ど
が

増
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

④
昨
年
の
中
途
で
会
社
を
退

職
し
再
就
職
し
な
か
っ
た

た
め
、
年
末
調
整
を
受
け

て
い
な
い
人

　
確
定
申
告
で
年
末
調
整
と

同
じ
よ
う
に
所
得
税
の
精
算

を
し
ま
す
。

⑤
確
定
申
告
で
寄
附
金
控
除

や
雑
損
控
除
な
ど
の
控
除

を
受
け
る
人

　
所
得
税
の
控
除
に
は
、
雑

損
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
、
障
害
者
控

除
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
香
椎
税
務
署
へ
問
い
合

わ
せ
を
。

＊
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得

（
農
業
・
営
業
な
ど
）、
資

産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
な

ど
が
あ
っ
た
人
は
、「
還

付
申
告
セ
ン
タ
ー
」
で
は

申
告
で
き
ま
せ
ん

①
本
人
が
住
宅
ロ
ー
ン
を
組

ん
で
、
自
宅
を
新
築
か
購

入
（
中
古
住
宅
を
含
む
）

し
て
、
昨
年
中
に
住
み
始

め
た
時

②
増
改
築
ロ
ー
ン
な
ど
を
組

ん
で
、
本
人
所
有
の
自
宅

に
増
築
か
改
築
な
ど
し

て
、
昨
年
中
に
そ
の
部
分

に
住
み
始
め
た
時


